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令和元年度日進市わたしのまちのしあわせづくり委員会 議事録 

 

日  時  令和元年５月２３日（木） 午後２時００分～午後４時１０分 

場  所  日進中央福祉センター 多機能室南 

 

出 席 者 ＜委 員＞谷口功、長谷川純、伴律子、土井芳己、大野忠夫、松原健、 

山田幹雄、井口紘一、数井美津子（敬称略） 

＜事務局＞市：小塚多佳子（健康福祉部参事）、川本賀津三（地域福祉課長）、

西尾直樹（同補佐）、牟田貴子（同補佐）野村圭一（同係長）、 

西澤恵利子（同主査）、桑ヶ谷英紀（同主事） 

社会福祉協議会：天野典幸（包括支援課長補佐）、 

栗﨑明子（地域福祉課長補佐）、三林紫帆里（同係長） 

           

欠 席 者  ４名 秋田有加里、興梠精視、成田ゆき江、武田千恵（敬称略） 

 

傍聴の可否  可 

 

傍聴の有無  ２名 

 

次   第  １ あいさつ 

       ２ 議事 

（１） にっしん幸せまちづくりプランの見直しについて 

（２） 日進市福祉コミュニティ意識調査について 

３ その他 
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事務局  定刻になりましたので、令和元年度第１回わたしのまちのしあわせづくり委

員会を開催いたします。本日は、４名の委員がご都合により欠席のため、委

員１３名のうち、９名の方が出席されております。会の成立には半数以上の

出席が必要となっており、本日の委員会は成立します。 

それでははじめに谷口委員長より、ごあいさつをお願いします。 

 

（委員長あいさつ） 

 

事務局  ありがとうございました。 

     今年度１名委員の変更があります。西小学校長の松原委員が新たに委員にな

られましたのでご紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。 

それでは議事に入る前に、会議資料の確認をお願いします。 

（資料確認） 

では、これからの進行については、委員長にお願いします。 

 

委員長  委員長の谷口です。よろしくお願いします。本日２名の方が、傍聴を希望し

ておられます。日進市市民参加及び市民自治活動条例施行規則第１６条の規

定に基づき、会議を公開とするのか非公開とするのかを決定します。本日の

議題は次第のとおりです。審議の段階で個人のプライバシー等明らかに公開

するのに適当でない事項の審議はありません。会議の公開についてご意見が

なければ、第１０条及び第１１条の規定に基づき入室を決定したいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、傍聴者をお通しします。 

では、次第に沿って進めさせていただきます。まず、議事（１）「にっしん

幸せまちづくりプランの見直しについて」事務局より説明をお願いします。 

 

事務局  （にっしん幸せまちづくりプランの見直しについて資料１－１、１－２、１

－３、２－１、２―２を使って説明） 

 

委員長  ありがとうございました。 

     この委員会で第２層の圏域をどう扱うかという議論が以前からありました。

区や自治会の活動があり、それを含めてどのような形で助け合い、包括的に

支援する仕組みを作っていくのかというときに、小学校区という話をしてい

ましたが、小学校区単位での住民の協議体を作っていくことは難しいという

判断となりました。ただ、国からの資料にも「住民に身近な圏域」とあり、

必ずしも小学校区域である必要はありません。ここを今回の見直しのタイミ

ングで改めて整理しようという話が前回ありました。そして、社会福祉法の
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改正により、資料１－２の中でア～タに盛り込むべき事項が示されています

が、地域福祉計画が福祉分野の上位計画として、あらゆる計画との連携をど

のように位置づけるのかということが問われてきます。現段階での事務局と

しての見通し、説明できることは何かありますか。 

 

事務局  高齢福祉、介護保険、地域包括ケアといったそれぞれの部門で事業を進めて

きた中で、生活支援体制整備が第１層２層とできてきており、そこの圏域と

の整合性を今回改めて整理しなければいけないと考えています。 

 

委員長  具体的な圏域として、中部・西部・東部といった圏域が地域包括ケアシステ

ムとの体系的にはイメージしやすいでしょうか。この３つの圏域はひとつの

判断として良いと思いますが、そこで果たして住民の交流の場、支援体制が

作れるのでしょうか。以前なぜ小学校区域で設定したかと振り返ると、徒歩

圏でという意味がありました。この小学校区域での徒歩圏という当初の区域

から、もう一回中部・西部・東部という圏域に変更するということは、それ

を生活圏域として可能である根拠、説明がいると思います。さらに、様々な

分野との連携や、庁内体制整備をどのようにやっていくのかという部分にも

説明をしていただきたいと思います。 

 

委員   小学校区単位を逆に小さくすることで、様々な活動が生まれてくるのではと

思います。 

 

委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  介護保険の中の生活支援体制整備という枠組みの中で言いますと、住民同士

の支え合いは、小学校区単位よりも少し小さい単位でないとおそらくできな

いと感じています。一方で、包括的な相談を受けるといった体制は、現在３

つの地域包括支援センターで連携を取っていることを踏まえると、中部・西

部・東部の３包括圏域がやりやすいのではないかと思います。第２層をこの

３つの圏域で設定し直したときに、その圏域の中で支え合い、包括的な体制

を含むというよりは、圏域として設定したのであれば、少し身近な支え合い

はもう少し小さい単位で、包括的な支援体制では３包括圏域といったように

整理ができるのではないかと考えています。 

 

委員長  区・自治会といったところで協議会を作っていく一方で、大きな支援体制で

は中部・西部・東部の包括圏域でということでした。ただ、３つの包括圏域

を線引きしたときに、地区が圏域を跨ぐところはあるのでしょうか。 
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事務局  基本的には大字単位で設定しており、栄地区を除いて圏域を跨ぐところはあ

りません。 

 

委員長  一番小さな単位の区での協議会作りをどういう形で作っていきますか、とい

うことだと思います。区と自治会との関係、加入率を考えたときに、果たし

て協議体として機能するのかどうか、市内でも自治会のあるなし等、地域ご

とにいろいろな制度がある中で、区でどのように協議体や窓口、CSW をどの

ように設置したらよいでしょうか。 

 

委員   前年度のまちづくり委員会で、小学校区単位で意見交換ができるような協議

体を立ち上げ、その中でまとめていこうということは、うまくいかなかった

という話になりました。その理由は、家庭教育推進委員会をうまく活かすこ

とができなかったからです。そうすると、今年度そのまとめを受けて、市と

してどう判断してどう変更したいのかということを今日お聞きできると思

っていました。もうひとつ、「我が事・丸ごと」のキャッチフレーズの精神

が区や個人でもあまり理解が進んでいないと思います。よって、地域の課題

を捉えないと具体的な対策が出てこないのは当然ですが、課題を捉えること

自体がうまくいっていないと感じており、しっかり捉えないとまた見直しが

ざっくりとしたまま時間が経ってしまうと心配しています。 

 

委員長  ありがとうございます。今の質問に対してどうですか。 

 

委員   福祉というのは、つどいの場等小さい単位では非常に活発化します。ただ、

個人的なことになってくると、小さな単位のところでは本人は言えず、大き

なところへ相談しようとします。生活困窮者や自殺うつは、区・自治会等の

小さい単位では救うことは難しく、もう少し大きなところで援助しないとい

けないと思います。一方、認知症にならないためのつどいの場等の活動は自

治会でないとできないといったように、個々のケースによって変わってくる

と思います。 

 

委員長  今の意見を受けていかがですか。 

 

事務局  つどいの場等活動の実態が区や自治会が主なエリアであるという話があり

ましたが、いろいろな専門職の複数の業種の人が集まって協議する場として

は、現状の協議体や地域包括ケアの観点からも中学校圏域でやっていただく

ことが良いと思います。例えば、資料１－２にあるように、「自治体等にお

いて各種の相談窓口を集約し、各専門職が地域担当として、チームで活動し

ていく方法」とありますが、やはり区や自治会では専門職を配置することは
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なかなか数的に難しいと思います。また、資料にありますように、「地域共

生社会の実現に向けた包括的支援体制」課題の複合化に例示されているよう

に、やはり、高齢者が増加するにつれて高齢者の問題が一番多く挙がってく

る課題であることを鑑みると、３つの包括圏域で相談ごとや課題が拾い上げ

られ、そこから専門職に繋いでもらうといった流れが一番イメージしやすい

のではと想定しています。 

 

委員長  １９の行政区ごとに専門職を置くことが難しいということでしたが、ぜひ実

際に試算してほしいと思います。現在、３つの地域包括支援センターでどれ

くらいお金がかかっているのかということ、そして、その地域包括支援セン

ターの機能を１９の行政区、あるいは小学校区で持たせたときに、どれだけ

予算が必要なのかということを、実際にシミュレーションしてみて、それぞ

れの圏域で何がどれだけ足りないかという具体的な数値で表した方が判断

できると思います。そういったことを踏まえた上で、３つの圏域が可能であ

ると、根拠を見える形でシミュレーションすることはしてもいいと思います。

本当に１９の行政区や小学校区でそういった相談窓口が必要であれば、それ

は重点事業として何としてでも設置する方向で改革を進めるのが制度設計

であり、各部署の役割であると思います。 

 

委員   各区に専門職を配置するというよりは、地域に専門職へ繋ぐかかりつけ医の

ような体制を設け、地域に行きたくない、あるいは地域で解決できない重篤

な問題を抱える人は、専門職のいる大病院のような大きいところへ行くよう

なシステムの流れを作ったほうがよいのではと思います。各地区に専門員を

配置しても仕事がないと思います。 

 

委員   大きいところに行ってもまた小さいところに戻ってくる可能性もあります。 

 

委員   例えば、買い物等の生活支援は小さな単位でないとできません。 

 

委員   協議体の話になりますが、小さい単位で「我が事・丸ごと」を私たちは３０

年間やってきました。私たちは地域の課題を解決するために活動をしている

ので、より小さい単位で地域のことを知っているのは、地域で活動している

NPO かもしれません。日進市は、ほっとカフェが月１回でもそれが週１回や

っているところでも皆同じ評価なので、実績に合わせた評価をしながら、資

金支援があっても良いのではないかと思います。手を挙げたところにお金が

行き渡るようなことも計画の中に盛り込んでもらえれば、実際に動いていく

人も増えるのではないかと思います。 
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委員長  協議体というものは、そもそも小学校区でイメージしていましたし、財源も

含めどこまで住民たちでどこまでできるのかですね。これは日進市の自治の

理念の中でしっかりと住民でできる仕組みを作っていきたいと謳っている

ので、制度を作ることは可能です。 

 

委員   協議体という名前でなくても、地域の人たちが検討する場ができれば、その

人たちが小学校なり地域に集まってできていくと思います。なので、下の組

織から作っていった方が日進市では作りやすいと思います。 

 

委員長  なぜ協議体が必要なのかというと、いろいろな団体が活動していく中で、そ

こにお金を回していくことの正統性を担保するために、協議体が活きてきま

す。 

 

委員   本当に困っている人、重篤な人は地域の集まりに出てこないため、ほっとカ

フェ等では救えません。ほっとカフェはそうならないためのつどいの場であ

り、重篤な人を救うことはできませんが、そういった情報を掴むことはでき

るのではないかと思います。 

 

委員長  そういった助けたくても助けられない人をどうすれば良いのかも含めて、行

政としては繋ぐ仕組み、それをどこまでの範囲で、どのような仕組みで作っ

ていくのか、絶対に漏れのないように考えなければいけません。地域の実情

に任せるのは無責任です。 

 

委員   これから先地域福祉を推進していく中で、小学校区単位は続けるのか、変え

るのか、地域の課題を把握するためのベースは何を想定していますか。実態

としては、私の地域では区単位が良いと思います。ただ、区単位で進めると

漏れがあるので、行政としてこの範囲、体制を作りなさいということであれ

ば知っておきたいです。 

 

委員長  包括的に相談を受けるのが区とするのであればそれで良いと思います。ただ、

この計画を作ったときは、区長はやりたくないという判断をしたため、小学

校区単位にしたはずです。そのため、それをもう一回区に作るとなれば、区

や区民に納得・理解してもらわなければなりません。 

 

委員   区長に頼んでも一年で変わってしまうので、制度を変えていくこともなかな

か難しいと思います。 
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委員長  区長も一杯一杯だと思います。区という行政の線引きの中で新たに組織体を

作るのか、それとも既存の区に依頼するのかことも含めて、議論・確認をし

ておくべきだと思います。 

 

事務局  少なくとも考え方としては、区ぐらいのエリア、物理的な広さ、人口規模、

繋がりの深さと言う意味では、おそらく区の規模でないとできないだろうと

いう認識であり、それを区長に依頼することとは議論は分けた方が良いと思

います。特に、現在生活支援体制整備でコーディネーターが各区長を通して

説明に回っていますが、あくまで区単位でやるとしても、実際に動くのは区

長である必要はないということは説明しています。むしろ、区長や民生委員

は既に多くの役割を担っており、そこに新たにお願いするのではなく、今ま

で役をやっていなくても、活動できる余裕がある人は多くいると思いますの

で、そういう人を見つけだして、協力をいただくことが生活支援体制整備の

本来目指すところです。もちろん区長に対して説明は必要かもしれませんが、

必ずしも区長がその役割を担う必要はないと考えています。 

 

委員   私もそう思います。「我が事・丸ごと」を「丸ごと・我が事」に順序を変え

ると少し意味が変わってきます。両方から考えてみると、自分のことも他人

のこともみんなで考えていく体制を作っていくという国の方針ですのでや

らざるを得ませんが、区長という立場ばかりでなく、新しい体制を考えてい

くべきではないかと思います。それは日進市独自のもので良いと思いますし、

日進市のできる範囲での体制を作っていけたらと思います。 

 

委員長  組織体を新たに作るのは難しいことです。ただ、どこの組織に繋げれば良い

のかということは考えた方が良いと思います。まずは行政区単位で良いので、

そこにどういう組織があり支援体制があるのか、どこに繋げばよいのかとい

うシミュレーションをしてみるのも良いかと思います。 

 

委員   地域が盛り上がらないと進んでいかないと思います。いろいろな協議をして

いるが、子ども会や自治会に入らない人もおり、手を挙げる人はいつも同じ

人のため、地域の人はほとんどわかっていません。結局、隣近所の見守る地

域の目を育てていくような仕組みが大切だと思います。 

 

委員   資料１－２にあるア～タに書かれていることを成し遂げるためには、どのよ

うなシステムが良いか、ほっとカフェ等いろいろなつどいの場をやっても、

出てくる人はいつも同じで、約半分の人は顔を出しません。出てこない人た

ちも自治会には入っていますが、回覧板を回しているだけになります。回覧
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板には大きな困りごとの際は社会福祉協議会へ連絡してくださいとしてあ

ります。このように、何をやるかは目的によって違うと思います。 

 

委員長  地域での支え合いやサービスの提供内容は個々のケースによって違ってお

り、その複雑な部分をどう制度化するかというところでかなりの無理難題を

問われていると思います。個人的には、国が示したからといって必ずしも自

治体がやる必要はないと思います。それくらい地域の実情は大変な状況であ

り、自治体によって違ってくると思います。 

 

委員   国がやれといったから必ずしもやらないといけないという訳ではなく、国に

はたくさん情報が集まっていることは確かで、意外と地方の情報も持ってい

ます。そこで、進んでいないことや、みんなの視点がずれているところから、

次の施策が国から出てくるのではと私は思っており、「地域我が事・丸ごと」

という理念は最初から出ていますが、そこの視点をもう少し強めた方がよい

のではということが、今回の社会福祉法改正で示されているのではないかと

思います。今回この計画の見直しをするときに、地域で住民がやっている活

動も地域福祉と捉えるのであれば、地域で広めて続けていくための予算がど

れだけ確保できるかということも考えていただきたいです。そして、あらゆ

る分野を横断的にとありますが、他部署や地域との連携や情報共有をどうや

っていくのかだと思います。 

 

委員   情報交換ということは何か困っていること、事例があるのですか。 

 

委員   事例があるというよりも、そこに向ける目を育てる、それを受け止めるだけ

の力をつけていかないといけないと思います。 

 

委員長  例えば虐待や DV もそうですが、教育委員会・福祉部局・またその他の窓口

での認識が原状はばらばらだと思いますが、しっかりとそこが情報共有でき

る体制が作れますか。また、今日この場に商工や土木等あらゆる分野の担当

者はいませんが、果たして全庁的な連携・共有の体制をどう作っていくかが

気になります。何年後にどういった体制ができればよいのかどこにゴールを

持つのかということを計画の見直しの中で反映させたいと思います。 

 

委員   ほっとカフェやワンコインサービスはいつも同じ人ばかり利用しており、限

界を感じています。その場に出てこれない人の方が本当に支援しなければい

けない人であり、本当に困っている人が連絡できる体制をサポートしてあげ

ないといけないのではないでしょうか。目的と行動を結びつけないといけな

いと思います。 
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委員   そういうことではなくて、地域には子育ての問題や虐待、障害者の問題もあ

るかもしれませんし、そういったことを想定して私たちは活動しています。

現在、私たちが立ち上げた「あい工房」ですが、当初の想定は多世代の人の

助け合い・人を繋ぐ役割でしたが、今は、一人暮らしの男性が毎日昼ご飯を

食べにきています。７００円のランチに毎日食べに来る人はいいですが、女

性は来ることができない人が多いです。その次の手段としてどうすればいい

かということを私たちが考えることだと思います。 

 

委員長  個別に支援をするということでは、自殺対策の政策パッケージとも関わって

きます。自殺対策といっても、どう繋ぐのかというところまで踏み込まない

と、窓口がありますだけでは本当の対策に繋がらないと思います。国からの

自殺対策パッケージがありますが、具体的に日進市でどのように SOS を受け

る、または SOS を出すのかについて、現時点で想定していることがあれば教

えていただきたいです。または、学校の方で児童生徒の SOS の出し方に関す

る教育等、実施していることはありますか。 

 

委員   学校の現場ではアンケートをとっており、それをもとに児童と担任が面談を

行っています。実際に親に虐待受けたといった相談もあります。現状として

は、児童が養護教諭やスクールカウンセラーに相談するといった複数の方法

でやっています。 

 

委員長  保護者と学校の信頼関係もありますが、全国的に学校が置かれている状況は

厳しい立場だと思います。 

 

委員   責められると言うとおかしいですが、立場的に学校が何やっているのかとい

う印象が世の中的にあるので、なかなか学校が何か発言することは難しい状

況にあると感じます。実際に保護者に伝えたいことをストレートに言っても

反論されるという思いが担任の中にあるためなかなか言えず、オブラートに

包むと伝わらないということがあります。そういった中で、スクールソーシ

ャルワーカーが始まったことにより、第三者的に入って保護者に対応しても

らえ、そのようなことが解消してきたということは最近増えてきているので、

そういった面では助かっています。 

 

委員長  機能している部分もあれば、圧力を感じている部分もあるということですね。

そういった現状を踏まえた上で、対策、政策を作っていかなければならない

と思います。 
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委員   この前児童虐待がありましたが、学校の先生に訴えたがちゃんと共有されな

かったという例があるように難しい問題ですね。 

 

委員   子どもは自分が相談したことを絶対親に言わないでくれと言います。だから

といって親に知らせなくて良いのかという葛藤が学校にはあります。 

 

委員長  子どもの話がありましたが、自殺の話になると、いろいろな動機があり、そ

れぞれの対策がある中で、行政がどのように整理するのかということは、こ

の計画の中で考えていくと良いと思います。今までの話を聞いて他の委員は

いかがでしょうか。 

 

委員   自分の活動にも非常に参考になる話です。 

 

委員   先程、地域に受け止めるところがないため、困ったときは社会福祉協議会に

連絡してくださいといった話がありましたが、そこを受け止めていくのが地

域のボランティアだと思います。特に、福祉をやってきた人たちは地域の中

で継続して活動してきているはずなので、それを活用するのが当初の生活支

援コーディネーターの役割でした。変わっていく区長や自治会長では難しい

のではないかと思います。なので、生活支援コーディネーターの役割をする

人が地域にはいますので、まずはそういった人たちを発掘することからだと

思います。 

 

委員   社会福祉協議会にお尋ねしますが、まちの守人養成講座の認定者数はどれく

らいでしたか。この議論している問題に関してはかなり関与できる気がしま

すがいかがですか。私の区では一丁目二丁目といった丁ごとにこの講座を受

けようかという動きもあります。その養成講座の中でこの話が盛り込まれる

かどうか興味があります。 

 

事務局  ６００数名です。講座の内容としては、地域住民の中でゆるやかな見守りを

してくださいというものであるため、必ずしもこの計画の内容が盛り込まれ

ている訳ではありません。この活動を通して近所の方の様子を確認し、おか

しいと思ったら専門職に繋いでいくという最も身近なところでの見守り活

動を増やしていくという目的のものです。 

 

委員長  具体的に近所の見守りをしていく中でトラブルになった際に、どこに繋げれ

ばよいのかという情報は見守っている人たちにはありますか。 
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委員   南ヶ丘では毎月会報を出しています。その中に何でも相談会ということで、

困ったときは社会福祉協議会へ連絡してくださいと入れてあります。何かお

かしいと思ったら、地域の住民からはなかなか直接は言えないので、２、３

人で話し合い、社会福祉協議会へ連絡してもらいます。 

 

委員   社会福祉協議会にはその受け場はあるのですか。 

 

委員   あります。 

 

委員   市役所の中では気軽に電話相談といった窓口はありますか。 

 

事務局  それぞれの相談内容に応じて各課窓口で対応しているため、何でも相談して

くださいといった窓口はありません。 

 

委員   機能したかどうかは別として、以前、市役所に何でも相談を受ける部署があ

りませんでしたか。そのあたりを提案してもよいのではと思います。 

 

事務局  そのあたりが今回の社会福祉法改正のポイントにもなっています。課題が分

野横断的になっているため、縦割りでやっていると連携がとれないので、そ

の体制づくりが求められています。そういったときに、それぞれの部署で連

携がとれる人を置いて、その人たちを中心として他部署の連携を繋ぐという

やり方もあれば、ひとつの部署で何でも相談を受けていくというやり方もあ

ると思います。ただ、一人の人、ひとつの部署で何でも相談を受けてしまう

と、そこに全て集中してしまい、それぞれの部署が連携をとらなくなってし

まうことも危惧されます。先行実施している自治体ですと、どちらかという

と分野ごとに連携がとれる人を置いて、その人を中心に連携を図っていくや

り方の事例がありました。 

 

委員   本当に困った人は、社会福祉協議会に直接自分で相談する人は少ないと思い

ます。そこに寄り添う人が必要です。私たちはその機会をどう作るかという

ことですが、昔は配食等で声をかけることによって、何かを汲み取っていく

ことが多かったです。本当に困っている人が一人で相談に行くということは、

よっぽど勇気がある人です。 

 

委員長  ここからは制度運用の仕方で、市として、SOS を求めていない人、そういっ

た声を出せない人の支援をどこまでするのかどうかということは議論すべ

きであり、行政としてどうしていくかの線引きが必要だと思います。 
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委員   民生委員としての意見ですが、近所の人がちょっとおかしいという相談を民

生委員にしてくれ、タイミングをみて訪問はしています。その状況に応じて

地域包括支援センター、市役所の窓口に連絡しています。 

 

委員長  そうなると、日進市では民生委員が漏れなく見守っている仕組みはあるとい

うことでしょうか。 

 

委員   漏れなくとまでは言えませんが、なるべくおかしいと思ったら声掛けをする

ようにはしています。 

 

委員長  少なくとも仕組みとしてはあるということですので、相談や状況に応じてど

こに繋ぐかということは民生委員同士でこれからもスキルアップしてもら

いたいです。 

 

委員   助ける人をどうするかということを考えないといけませんね。 

 

委員長  いろいろボランティアに期待されることもあると思いますがいかがですか。 

 

委員   ボランティアは全体のことになるので、地域の困りごとは難しいと思います。

区長は１、２年で変わっていくので、情報がしっかりと引継げられれば良い

ですが、行政区では難しいのではと思います。地域ごとに困りごとを吸い上

げてくれる人材を育成することや、どこに相談すれば良いのかがわかるよう

なシステムを作っておくことが必要だと思います。体制づくりも大切ですが、

人材を育てることも必要ではないでしょうか。 

 

委員長  ボランティア連絡協議会をもう少し、その方向に向けるような何か連携はで

きませんか。 

 

委員   そこまではできません。ボランティア連絡協議会は個々のボランティア団体

が集まったものであり、それぞれ分野が違うため、地域に入ることは難しい

と思います。 

 

委員長  ありがとうございます。地域の住民が活動しやすくするための制度も必要で

すが、そこに関わる住民の意識もどちらも重要です。幅広い意見が出ました

が、次回はどのように見直していくのか示していただきたいと思います。全

面書き換えではなく、別冊を作るくらいの感覚で良いと思います。 

では次の議事に移ります。議事（２）「日進市福祉コミュニティ意識調査に

ついて」、事務局から説明をお願いします。 
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事務局  （日進市福祉コミュニティ意識調査について資料３を使って説明） 

 

委員長  ２５地区から１００世帯ずつ抽出とのことですが、問９に２７の選択地区が

ありますがどういうことですか。 

 

事務局  抽出は野方町、蟹甲町及び本郷町を１つの地区としましたが、回答はそれぞ

れの地区ごとに選択肢があるためです。 

 

委員長  選択肢では２７の地区で分かれていますが、ここで議論している１９の行政

区、小学校区、３包括圏域それぞれの分析もしていただくことをお願いしま

す。また、性別の問いで、現在様々なセクシャルマイノリティがある中で、

福祉のアンケートで本当に「男」と「女」のみの選択肢で良いのか、行政側

の判断をしっかり考えてほしいです。 

 

委員   各地区１００世帯ずつ抽出とのことですが、地域によってばらつきがあると

思います。 

 

事務局  その数をそのまま使うのではなく、比重をかけて値を出すので、単純集計で

はありません。 

 

委員長  １００世帯というのがぎりぎり統計調査をする上での傾向が担保される数

になります。修正はできないとのことですので原則このままやるということ

になります。 

 

委員   意図的な誘導がなければよいですが。 

 

委員長  内容はニュートラルに作られていると思いますので大丈夫だと思います。た

だ、次実施ときは、ぜひ委員会で意見を聞いてほしいと思います。今回はこ

の内容でやるという報告事項です。他にご意見等ありますか。 

 

委員   話が戻ってしまいますが、行政区と小学校区２つの学区に分かれるところも

あるので、そのあたりが難しいという問題が出てきます。 

 

委員長  以前からずっと議論になっていますが、ぜひこの見直しの段階で考えていだ

たきたいと思います。 

他に何かご質問、ご意見等がございましたら、発言をお願いします。 

（なし） 
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以上で、本日の委員会の議事は終了となります。 

 

事務局  その他、委員の方から何か報告や周知事項等がありますでしょうか。 

（なし） 

これで、令和元年度第１回日進市わたしのまちのしあわせづくり委員会は終

了します。本日はありがとうございました。 

 

 

 

（午後４時１０分閉会） 


